
６３ 

１ 承認第２号関係 

 (1)おいらせ町町税条例 新旧対照表（抜粋） （第１条関係） 

改 正 後 現 行 

 （個人の町民税の非課税の範囲） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者に対

しては、町民税（第２号に該当する者にあって

は、第５３条の２の規定により課する所得割（以

下「分離課税に係る所得割」という。）を除く。）

を課さない。ただし、法の施行地に住所を有し

ない者については、この限りでない。 

 (1) 略 

 (2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(こ

れらの者の前年の合計所得金額が１２５万

円を超える場合を除く。) 

２ 略 

 

 （所得控除） 

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４

条の２第１項各号のいずれかに掲げる者に該当

する場合には、同条第１項及び第３項から第１

１項までの規定により雑損控除額、医療費控除

額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金

控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、

障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、

勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控

除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が

２，５００万円以下である所得割の納税義務者

については、同条第２項、第６項及び第１１項

の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前

年の所得について算定した総所得金額、退職所

得金額又は山林所得金額から控除する。 

 

 （町民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者

は、３月１５日までに、施行規則第５号の４様式

（別表）による申告書を町長に提出しなければ

ならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は

第４項の規定により給与支払報告書又は公的年

金等支払報告書を提出する義務がある者から１

月１日現在において給与又は公的年金等の支払

を受けている者で前年中において給与所得以外

 （個人の町民税の非課税の範囲） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者に対

しては、町民税（第２号に該当する者にあって

は、第５３条の２の規定により課する所得割（以

下「分離課税に係る所得割」という。）を除く。）

を課さない。ただし、法の施行地に住所を有し

ない者については、この限りでない。 

 (1) 略 

 (2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これら

の者の前年の合計所得金額が１２５万円を

超える場合を除く。) 

２ 略 

 

 （所得控除） 

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４

条の２第１項各号のいずれかに掲げる者に該当

する場合には、同条第１項及び第３項から第１

２項までの規定により雑損控除額、医療費控除

額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金

控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、

障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控

除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶

養控除額を、前年の合計所得金額が２，５００

万円以下である所得割の納税義務者について

は、同条第２項、第７項及び第１２項の規定に

より基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得

について算定した総所得金額、退職所得金額又

は山林所得金額から控除する。 

 

 （町民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者

は、３月１５日までに、施行規則第５号の４様式

（別表）による申告書を町長に提出しなければ

ならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は

第４項の規定により給与支払報告書又は公的年

金等支払報告書を提出する義務がある者から１

月１日現在において給与又は公的年金等の支払

を受けている者で前年中において給与所得以外
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の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外

の所得を有しなかった者で社会保険料控除額

（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料

控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配

偶者特別控除額（所得税法第２条第１項第３３

号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るも

のを除く。）若しくは法第３１４条の２第４項に

規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて

雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

３１３条第８項に規定する純損失の金額の控

除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑損

失の金額の控除若しくは第３４条の７第１項

（同項第２号に掲げる寄附金（特定非営利活動

促進法第２条第３項に規定する認定特定非営利

活動法人及び同条第４項に規定する特例認定特

定非営利活動法人に対するものを除く。第６項

において同じ。）に係る部分を除く。）及び第２項

の規定により控除すべき金額（以下この条にお

いて「寄附金税額控除額」という。）の控除を受

けようとするものを除く。以下この条において

「給与所得等以外の所得を有しなかった者」と

いう。）及び第２４条第２項に規定する者（施行

規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げ

る者を除く。）については、この限りではない。 

２～１０ 略 

 

 （個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申

告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与所得

者」という。）で町内に住所を有するものは、当

該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定す

る給与等の支払者（以下この条において「給与支

払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受

ける日の前日までに、施行規則で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した申告書を、当

該給与支払者を経由して、町長に提出しなけれ

の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外

の所得を有しなかった者で社会保険料控除額

（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料

控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配

偶者特別控除額（所得税法第２条第１項第３３

号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るも

のを除く。）若しくは法第３１４条の２第５項に

規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて

雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

３１３条第８項に規定する純損失の金額の控

除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑損

失の金額の控除若しくは第３４条の７第１項

（同項第２号に掲げる寄附金（特定非営利活動

促進法第２条第３項に規定する認定特定非営利

活動法人及び同条第４項に規定する特例認定特

定非営利活動法人に対するものを除く。第６項

において同じ。）に係る部分を除く。）及び第２項

の規定により控除すべき金額（以下この条にお

いて「寄附金税額控除額」という。）の控除を受

けようとするものを除く。以下この条において

「給与所得等以外の所得を有しなかった者」と

いう。）及び第２４条第２項に規定する者（施行

規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げ

る者を除く。）については、この限りではない。 

２～１０ 略 

 

 （個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与所得

者」という。）で町内に住所を有するものは、当

該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定す

る給与等の支払者（以下この条において「給与支

払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受

ける日の前日までに、施行規則で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した申告書を、当

該給与支払者を経由して、町長に提出しなけれ
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ばならない。 

 (1)、(2) 略 

 

  

 (3) 略 

２～５ 略 

 

 （個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１

項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において同

項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という。）の支払を

受ける者であって、扶養親族（控除対象扶養親

族を除く。）を有する者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で町内に住所を有す

るものは、当該申告書の提出の際に経由すべき

所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的

年金等の支払者（以下この条において「公的年

金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金

等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で

定めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、

町長に提出しなければならない。 

 

 (1)、(2) 略 

 

 

 (3) 略 

２～５ 略 

 

 （法人の町民税の申告納付） 

第４８条 略 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは

事業所を有する法人（以下この条において「内

国法人」という。）が、租税特別措置法第６６条

の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１

第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場

ばならない。 

 (1)、(2) 略 

 (3) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当

する場合には、その旨 

 (4) 略 

２～５ 略 

 

 （個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族等申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１

項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において同

項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という。）の支払を

受ける者であって、扶養親族（控除対象扶養親

族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者

である者（以下この条において「公的年金等受

給者」という。）で町内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第

２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支

払者（以下この条において「公的年金等支払者」

という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受

ける日の前日までに、施行規則で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、町長に提出

しなければならない。 

 (1)、(2) 略 

 (3) 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者

に該当する場合には、その旨 

 (4) 略 

２～５ 略 

 

 （法人の町民税の申告納付） 

第４８条 略 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは

事業所を有する法人（以下この条において「内

国法人」という。）が、租税特別措置法第６６条

の７第４項及び第１０項又は第６８条の９１

第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場
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合には、法第３２１条の８第２４項及び令第４

８条の１２の２に規定するところにより、控除

すべき額を前項の規定により申告納付すべき

法人税割額から控除する。 

３～１７ 略 

 

 （固定資産税の納税義務者等） 

第５４条 略 

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋については、

登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充

課税台帳に所有者（建物の区分所有等に関する

法律（昭和３７年法律第６９号）第２条第３項の

専有部分の属する家屋（同法第４条第２項の規

定により共用部分とされた附属の建物を含む。）

については、当該家屋に係る同法第２条第２項

の区分所有者（以下「区分所有者」という。）と

する。以下固定資産税について同様とする。）と

して登記又は登録がされている者をいう。この

場合において、所有者として登記又は登録がさ

れている個人が賦課期日前に死亡していると

き、若しくは所有者として登記又は登録がされ

ている法人が同日前に消滅しているとき、又は

所有者として登記されている法第３４８条第１

項の者が同日前に所有者でなくなっているとき

は、同日において当該土地又は家屋を現に所有

している者をいう。 

３ 略 

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火

災その他の事由により不明である場合には、そ

の使用者を所有者とみなして、固定資産課税台

帳に登録し、その者に固定資産税を課すること

ができる。この場合において、町は、当該登録を

しようとするときは、あらかじめ、その旨を当

該使用者に通知しなければならない。 

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行って

もなお固定資産の所有者の存在が不明である場

合（前項に規定する場合を除く。）には、その使

用者を所有者とみなして、固定資産税台帳に登

録し、その者に固定資産税を課することができ

る。この場合において、町は、当該登録をしよう

合には、法第３２１条の８第２４項及び令第４

８条の１２の２に規定するところにより、控除

すべき額を前項の規定により申告納付すべき

法人税割額から控除する。 

３～１７ 略 

 

 （固定資産税の納税義務者等） 

第５４条 略 

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋については、

登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充

課税台帳に所有者（建物の区分所有等に関する

法律（昭和３７年法律第６９号）第２条第３項の

専有部分の属する家屋（同法第４条第２項の規

定により共用部分とされた附属の建物を含む。）

については、当該家屋に係る同法第２条第２項

の区分所有者（以下「区分所有者」という。）と

する。以下固定資産税について同様とする。）と

して登記又は登録されている者をいう。この場

合において、所有者として登記又は登録されて

いる個人が賦課期日前に死亡しているとき、若

しくは所有者として登記又は登録されている法

人が同日前に消滅しているとき、又は所有者と

して登記されている法第３４８条第１項の者が

同日前に所有者でなくなっているときは、同日

において当該土地又は家屋を現に所有している

者をいう。 

３ 略 

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火

災その他の事由によって不明である場合におい

ては、その使用者を所有者とみなして、これを固

定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税

を課する。 
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とするときは、あらかじめ、その旨を当該使用

者に通知しなければならない。 

６ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）

による土地区画整理事業（密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年

法律第４９号）第４６条第１項の規定により土

地区画整理法の規定が適用される密集市街地に

おける防災街区の整備の促進に関する法律第４

５条第１項第１号の事業を含む。以下この項に

おいて同じ。）又は土地改良法（昭和２４年法律

第１９５号）による土地改良事業の施行に係る

土地については、法令若しくは規約等の定める

ところにより仮換地、一時利用地その他の仮に

使用し、若しくは収益することができる土地（以

下この項において「仮換地等」と総称する。）の

指定があった場合又は土地区画整理法による土

地区画整理事業の施行者が同法第１００条の２

（密集市街地における防災街区の整備の促進に

関する法律第４６条第１項において適用する場

合を含む。）の規定の適用により管理する土地で

当該施行者以外の者が仮に使用するもの（以下

この項において「仮使用地」という。）がある場

合には、当該仮換地等又は仮使用地について使

用し、又は収益することができることとなった

日から換地処分の公告がある日又は換地計画の

認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあ

っては当該仮換地等に対応する従前の土地につ

いて登記簿又は土地補充課税台帳に所有者とし

て登記又は登録がされている者をもって、仮使

用地にあっては土地区画整理法による土地区画

整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をも

って、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係

る第１項の所有者とみなし、換地処分の公告が

あった日又は換地計画の認可の公告があった日

から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当

該換地又は保留地に係る所有者として登記され

る日までの間は、当該換地又は保留地を取得し

た者をもって当該換地又は保留地に係る同項の

所有者とみなすことができる。 

７ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）

 

 

５ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）

による土地区画整理事業（密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年

法律第４９号）第４６条第１項の規定により土

地区画整理法の規定が適用される密集市街地に

おける防災街区の整備の促進に関する法律第４

５条第１項第１号の事業を含む。以下この項に

おいて同じ。）又は土地改良法（昭和２４年法律

第１９５号）による土地改良事業の施行に係る

土地については、法令若しくは規約等の定める

ところによって仮換地、一時利用地その他の仮

に使用し、若しくは収益することができる土地

（以下この項において「仮換地等」と総称する。）

の指定があった場合又は土地区画整理法による

土地区画整理事業の施行者が同法第１００条の

２（密集市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律第４６条第１項において適用する

場合を含む。）の規定の適用によって管理する土

地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの

（以下この項において「仮使用地」という。）が

ある場合においては、当該仮換地等又は仮使用

地について使用し、又は収益することができる

こととなった日から換地処分の公告がある日又

は換地計画の認可の公告がある日までの間は、

仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従

前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳

に所有者として登記又は登録されている者をも

って、仮使用地にあっては土地区画整理法によ

る土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の

使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮

使用地に係る第１項の所有者とみなし、換地処

分の公告があった日又は換地計画の認可の公告

があった日から換地又は保留地を取得した者が

登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者とし

て登記される日までの間は、当該換地又は保留

地を取得した者をもって当該換地又は保留地に

係る同項の所有者とみなす。 

６ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）



６８ 

改 正 後 現 行 

第２３条第１項の規定により使用する埋立地若

しくは干拓地（以下この項において「埋立地等」

という。）又は国が埋立て若しくは干拓により造

成する埋立地等（同法第４２条第２項の規定に

よる竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項

において同じ。）で工作物を設置し、その他土地

を使用する場合と同様の状態で使用されている

もの（埋立て又は干拓に関する工事に関して使

用されているものを除く。）については、これら

の埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋

立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これ

らの組合、財産区及び合併特例区（以下この項に

おいて「都道府県等」という。）以外の者が同法

第２３条第１項の規定により使用する埋立地等

にあっては、当該埋立地等を使用する者をもっ

て当該埋立地等に係る第１項の所有者とみな

し、都道府県等が同条第１項の規定により使用

し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成す

る埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当

該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用

させている場合に限り、当該埋立地等を使用す

る者（土地改良法第８７条の２第１項の規定に

より国又は都道府県が行う同項第１号の事業に

より造成された埋立地等を使用する者で令第４

９条の３に規定するものを除く。）をもって当該

埋立地等に係る第１項の所有者とみなすことが

できる。 

８ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属す

る部分その他施行規則第１０条の２の１５で定

めるものを含む。）であって、家屋の所有者以外

の者がその事業の用に供するため取り付けたも

のであり、かつ、当該家屋に付合したことにより

家屋の所有者が所有することとなったもの（以

下この項において「特定附帯設備」という。）に

ついては、当該取り付けた者の事業の用に供す

ることができる資産である場合に限り、当該取

り付けた者をもって第１項の所有者とみなし、

当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家

屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。 

 

第２３条第１項の規定によって使用する埋立地

若しくは干拓地（以下この項において「埋立地

等」という。）又は国が埋立て若しくは干拓によ

って造成する埋立地等（同法第４２条第２項の

規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下

この項において同じ。）で工作物を設置し、その

他土地を使用する場合と同様の状態で使用され

ているもの（埋立て又は干拓に関する工事に関

して使用されているものを除く。）については、

これらの埋立地等をもって土地とみなし、これ

らの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、

これらの組合、財産区及び合併特例区（以下この

項において「都道府県等」という。）以外の者が

同法第２３条第１項の規定によって使用する埋

立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者

をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者と

みなし、都道府県等が同条第１項の規定によっ

て使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によっ

て造成する埋立地等にあっては、都道府県等又

は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の

者に使用させている場合に限り、当該埋立地等

を使用する者（土地改良法第８７条の２第１項

の規定により国又は都道府県が行う同項第２号

の事業により造成された埋立地等を使用する者

で令第４９条の２に規定するものを除く。）をも

って当該埋立地等に係る第１項の所有者とみな

す。 

７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属す

る部分その他施行規則第１０条の２の１２で定

めるものを含む。）であって、家屋の所有者以外

の者がその事業の用に供するため取り付けたも

のであり、かつ、当該家屋に付合したことにより

家屋の所有者が所有することとなったもの（以

下この項において「特定附帯設備」という。）に

ついては、当該取り付けた者の事業の用に供す

ることができる資産である場合に限り、当該取

り付けた者をもって第１項の所有者とみなし、

当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家

屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。 

 



６９ 

改 正 後 現 行 

 （固定資産税の課税標準） 

第６１条 略 

２～８ 略 

９ 住宅用地（法第３４９条の３の２第１項に規

定する住宅用地をいう。以下この条及び第７４

条において同じ。）に対して課する固定資産税の

課税標準は、第１項から第６項まで及び法第３

４９条の３第１１項の規定にかかわらず、当該

住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべ

き価格の３分の１の額とする。 

１０ 小規模住宅用地（法第３４９条の３の２第

２項に規定する小規模住宅用地をいう。以下こ

の項において同じ。）に対して課する固定資産税

の課税標準は、第１項から第６項まで及び前項

並びに法第３４９条の３第１１項の規定にかか

わらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税

の課税標準となるべき価格の６分の１の額とす

る。 

 

 （法第３４９条の３第２７項等の条例で定める

割合） 

第６１条の２ 法第３４９条の３第２７項に規定

する町の条例で定める割合は２分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２８項に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。 

３ 法第３４９条の３第２９項に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。 

 

 （現所有者の申告） 

第７４条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規

定する現所有者をいう。以下この条及び次条に

おいて同じ。）は、現所有者であることを知った

日の翌日から３月を経過した日までに次に掲げ

る事項を記載した申告書を町長に提出しなけれ

ばならない。 

 (1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は

名称、次号に規定する個人との関係及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所、氏名又は名称

及び同号に規定する個人との関係） 

 （固定資産税の課税標準） 

第６１条 略 

２～８ 略 

９ 住宅用地（法第３４９条の３の２第１項に規

定する住宅用地をいう。以下この条及び第７４

条において同じ。）に対して課する固定資産税の

課税標準は、第１項から第６項まで及び法第３

４９条の３第１２項の規定にかかわらず、当該

住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべ

き価格の３分の１の額とする。 

１０ 小規模住宅用地（法第３４９条の３の２第

２項に規定する小規模住宅用地をいう。以下こ

の項において同じ。）に対して課する固定資産税

の課税標準は、第１項から第６項まで及び前項

並びに法第３４９条の３第１２項の規定にかか

わらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税

の課税標準となるべき価格の６分の１の額とす

る。 

 

 （法第３４９条の３第２８項等の条例で定める

割合） 

第６１条の２ 法第３４９条の３第２８項に規定

する町の条例で定める割合は２分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２９項に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。 

３ 法第３４９条の３第３０項に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７０ 

改 正 後 現 行 

 (2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は

土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台

帳に登記又は登録がされている個人が死亡

している場合における当該個人の住所及び

氏名 

 (3) その他町長が固定資産税の賦課徴収に関

し必要と認める事項 

 

 （固定資産に係る不申告に関する過料） 

第７５条 固定資産の所有者（法第３８６条に規

定する固定資産の所有者をいう。）が第７４条若

しくは法第３８３条の規定により、又は現所有

者が前条の規定により申告すべき事項について

正当な事由がなくて申告をしなかった場合に

は、その者に対し、１０万円以下の過料を科す

る。 

２、３ 略 

 

 （合衆国軍隊の構成員等の所有する種別割の税

率の特例） 

第８２条の２ 前条の規定にかかわらず、合衆国

軍隊の構成員等（日本国とアメリカ合衆国との

間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく

施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊

の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨

時特例に関する法律（昭和２７年法律第１１９

号。以下「特例法」という。）第２条第４項に規

定するものをいう。）又は契約者（特例法第２条

第５項に規定するものをいう。）の所有する軽自

動車等に対する種別割の税率は、次の各号に掲

げる軽自動車等に対し、１台について、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

 (1)～(3) 略 

 

 （たばこ税の課税標準） 

第９４条 略 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の

本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の

表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定につ

いては、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

 

 

 

 

 

 

 

 

 （固定資産に係る不申告に関する過料） 

第７５条 固定資産の所有者（法第３８６条に規

定する固定資産の所有者をいう。）が第７４条又

は法第３８３条の規定によって申告すべき事項

について正当な事由がなくて申告をしなかった

場合においては、その者に対し、１０万円以下

の過料を科する。 

 

２、３ 略 

 

 （合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車税

の税率の特例） 

第８２条の２ 前条の規定にかかわらず、合衆国

軍隊の構成員等（日本国とアメリカ合衆国との

間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく

施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊

の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨

時特例に関する法律（昭和２７年法律第１１９

号。以下「特例法」という。）第２条第４項に規

定するものをいう。）又は契約者（特例法第２条

第５項に規定するものをいう。）の所有する軽自

動車等に対する軽自動車税の税率は、次の各号

に掲げる軽自動車等に対し、１台について、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1)～(3) 略 

 

 （たばこ税の課税標準） 

第９４条 略 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の

本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の

表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定につ

いては、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄



７１ 

改 正 後 現 行 

に定める重量をもって紙巻たばこの１本に換算

するものとする。ただし、１本当たりの重量が

０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定に

ついては、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻

たばこの０．７本に換算するものとする。 

略 

３ 略 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこ（同項

ただし書きに規定する葉巻たばこを除く。）の重

量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は第３

項第１号に掲げる方法により同号に規定する加

熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算す

る場合における計算は、売渡し等に係る製造た

ばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該製造

たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第

９２条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計

し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算す

る方法により行うものとする。 

５～１０ 略 

 

 （たばこ税の課税免除） 

第９６条 略 

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号

に係る部分に限る。）の規定は、卸売販売業者等

が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造

たばこの売渡し又は消費等について、第９８条

第１項又は第２項の規定による申告書に前項

（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る

部分に限る。）の適用を受けようとする製造たば

こに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則

第１６条の２の３第１項に規定する書類を保存

している場合に限り、適用する。 

３ 第１項（法第４６９条第１項第３号又は第４

号に係る部分に限る。）の規定は、卸売販売業者

等が町長に施行規則第１６条の２の３第２項に

規定する書類を提出している場合に限り、適用

する。 

４ 略 

 

 （たばこ税の申告納付の手続） 

に定める重量をもって紙巻たばこの１本に換算

するものとする。 

略 

 

 

 

３ 略 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量

を紙巻たばこの本数に換算する場合又は第３項

第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱

式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する

場合における計算は、売渡し等に係る製造たば

この品目ごとの１個当たりの重量に当該製造た

ばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第９

２条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、

その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方

法により行うものとする。 

 

５～１０ 略 

 

 （たばこ税の課税免除） 

第９６条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定は、卸売販売業者等が町長に施行

規則第１６条の２の３に規定する書類を提出し

ない場合には、適用しない。 

 

 

３ （略） 

 

 （たばこ税の申告納付の手続） 



７２ 

改 正 後 現 行 

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告納

付すべき者（以下この節において「申告納税者」

という。）は、毎月末日までに、前月の初日から

末日までの間における売渡し等に係る製造たば

この品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以

下この節において「課税標準数量」という。）及

び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第９

６条第１項の規定により免除を受けようとする

場合にあっては同項の適用を受けようとする製

造たばこに係るたばこ税額並びに次条第１項の

規定により控除を受けようとする場合にあって

は同項の適用を受けようとするたばこ税額その

他必要な事項を記載した施行規則第３４号の２

様式による申告書を町長に提出し、及びその申

告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式

による納付書によって納付しなければならな

い。この場合において、当該申告書には、第９６

条第３項に規定する書類及び次条第１項の返還

に係る製造たばこの品目ごとの数量についての

明細を記載した施行規則第１６号の５様式によ

る書類を添付しなければならない。 

２～５ 略 

 

 （特別土地保有税の納税義務者等） 

第１３１条 略 

２～５ 略 

６ 第５４条第７項の規定は、特別土地保有税に

ついて準用する。この場合において、同項中「当

該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立

地等の使用の開始をもって土地の取得と、当該

埋立地等を使用する者」と、「第１項の所有者」

とあるのは「第１３１条第１項の土地の所有者

又は取得者」と、「同条第１項」とあるのは「同

法第２３条第１項」と読み替えるものとする。 

 

   附 則 

 （延滞金の割合等の特例） 

第３条の２ 当分の間、第１９条、第４３条第２

項、第４８条第５項、第５０条第２項、第５３条

の１２第２項、第７２条第２項、第９８条第５

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告納

付すべき者（以下この節において「申告納税者」

という。）は、毎月末日までに、前月の初日から

末日までの間における売渡し等に係る製造たば

この品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以

下この節において「課税標準数量」という。）及

び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第９

６条第１項の規定により免除を受けようとする

場合にあっては同項の適用を受けようとする製

造たばこに係るたばこ税額並びに次条第１項の

規定により控除を受けようとする場合にあって

は同項の適用を受けようとするたばこ税額その

他必要な事項を記載した施行規則第３４号の２

様式による申告書を町長に提出し、及びその申

告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式

による納付書によって納付しなければならな

い。この場合において、当該申告書には、第９６

条第２項に規定する書類及び次条第１項の返還

に係る製造たばこの品目ごとの数量についての

明細を記載した施行規則第１６号の５様式によ

る書類を添付しなければならない。 

２～５ 略 

 

 （特別土地保有税の納税義務者等） 

第１３１条 略 

２～５ 略 

６ 第５４条第６項の規定は、特別土地保有税に

ついて準用する。この場合において、同項中「当

該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立

地等の使用の開始をもって土地の取得と、当該

埋立地等を使用する者」と、「第１項の所有者」

とあるのは「第１３１条第１項の土地の所有者

又は取得者」と、「同条第１項」とあるのは「同

法第２３条第１項」と読み替えるものとする。 

 

   附 則 

 （延滞金の割合等の特例） 

第３条の２ 当分の間、第１９条、第４３条第２

項、第４８条第５項、第５０条第２項、第５３条

の１２第２項、第７２条第２項、第９８条第５
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項、第１０１条第２項、第１３９条第２項（第１

４０条の７において準用する場合を含む。）及び

第１４０条第２項（第１４０条の７において準

用する場合を含む。）に規定する延滞金の年１

４．６パーセントの割合及び年７．３パーセント

の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延

滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措

置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合を

いう。次項において同じ。）に年１パーセントの

割合を加算した割合をいう。以下この項におい

て同じ。）が年７．３パーセントの割合に満たな

い場合には、その年中においては、年１４．６パ

ーセントの割合にあってはその年における延滞

金特例基準割合に年７．３パーセントの割合を

加算した割合とし、年７．３パーセントの割合に

あっては当該特例基準割合に年１パーセントの

割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．

３パーセントの割合を超える場合には、年７．３

パーセントの割合）とする。 

 

２ 当分の間、第５２条第１項及び第４項に規定

する延滞金の年７．３パーセントの割合は、これ

らの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に

年０．５パーセントの割合を加算した割合が年

７．３パーセントの割合に満たない場合には、

その年中においては、その年における当該加算

した割合とする。 

 

 （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第

８９号)第１５条第１項（第１号に係る部分に限

る。）の規定により定められる商業手形の基準割

引率が年５．５パーセントを超えて定められる

日からその後年５．５パーセント以下に定めら

れる日の前日までの期間（当該期間内に前条第

２項の規定により第５２条第１項及び第４項に

規定する延滞金の割合を前条第２項に規定する

加算した割合とする年に含まれる期間がある場

合には、当該期間を除く。以下この項において

「特例期間」という。）内（法人税法第７５条の

項、第１０１条第２項、第１３９条第２項（第１

４０条の７において準用する場合を含む。）及び

第１４０条第２項（第１４０条の７において準

用する場合を含む。）に規定する延滞金の年１

４．６パーセントの割合及び年７．３パーセント

の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特

例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法第

９３条第２項の規定により告示された割合に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以

下この条において同じ。）が年７．３パーセント

の割合に満たない場合には、その年（以下この条

において「特例基準割合適用年」という。）中に

おいては、年１４．６パーセントの割合にあって

は当該特例基準割合適用年における特例基準割

合に年７．３パーセントの割合を加算した割合

とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該

特例基準割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合（当該加算した割合が年７．３パーセント

の割合を超える場合には、年７．３パーセントの

割合）とする。 

２ 当分の間、第５２条第１項及び第４項に規定

する延滞金の年７．３パーセントの割合は、これ

らの規定にかかわらず、特例基準割合適用年中

においては、当該特例基準割合適用年における

特例基準割合とする。 

 

 

 

 （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第

８９号)第１５条第１項（第１号に係る部分に限

る。）の規定により定められる商業手形の基準割

引率が年５．５パーセントを超えて定められる

日からその後年５．５パーセント以下に定めら

れる日の前日までの期間（当該期間内に前条第

２項の規定により第５２条第１項及び第４項に

規定する延滞金の割合を前条第２項に規定する

特例基準割合とする年に含まれる期間がある場

合には、当該期間を除く。以下この項において

「特例期間」という。）内（法人税法第７５条の
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２第１項（同法第１４４条の８において準用す

る場合を含む。）の規定により延長された法第３

２１条の８第１項に規定する申告書の提出期限

又は法人税法第８１条の２４第１項の規定によ

り延長された法第３２１条の８第４項に規定す

る申告書の提出期限が当該年５．５パーセント

以下に定められる日以後に到来することとなる

町民税に係る申告基準日が特例期間内に到来す

る場合における当該町民税に係る第５２条の規

定による延滞金にあっては、当該年５．５パーセ

ントを超えて定められる日から当該延長された

申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内

にその申告基準日の到来する町民税に係る第５

２条第１項及び第４項に規定する延滞金の年

７．３パーセントの割合は、これらの規定及び前

条第２項の規定にかかわらず、当該年７．３パー

セントの割合と当該申告基準日における当該商

業手形の基準割引率のうち年５．５パーセント

の割合を超える部分の割合を年０．２５パーセ

ントの割合で除して得た数を年０．７３パーセ

ントの割合に乗じて計算した割合とを合計した

割合（当該合計した割合が年１２．７７５パーセ

ントの割合を超える場合には、年１２．７７５パ

ーセントの割合）とする。 

２ 略 

 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

第６条 平成３０年度から令和４年度までの各年

度分の個人の町民税に限り、法附則第４条の４

第３項の規定に該当する場合における第３４条

の２の規定による控除については、その者の選

択により、同条中「同条第１項」とあるのは「同

条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とある

のは「まで並びに法附則第４条の４第３項の規

定により読み替えて適用される法第３１４条の

２第１項（第２号に係る部分に限る。）」として、

同条の規定を適用することができる。 

 

第７条の３の２ 平成２２年度から令和１５年度

２第１項（同法第１４４条の８において準用す

る場合を含む。）の規定により延長された法第３

２１条の８第１項に規定する申告書の提出期限

又は法人税法第８１条の２４第１項の規定によ

り延長された法第３２１条の８第４項に規定す

る申告書の提出期限が当該年５．５パーセント

以下に定められる日以後に到来することとなる

町民税に係る申告基準日が特例期間内に到来す

る場合における当該町民税に係る第５２条の規

定による延滞金にあっては、当該年５．５パーセ

ントを超えて定められる日から当該延長された

申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内

にその申告基準日の到来する町民税に係る第５

２条第１項及び第４項に規定する延滞金の年

７．３パーセントの割合は、これらの規定及び前

条第２項の規定にかかわらず、当該年７．３パー

セントの割合と当該申告基準日における当該商

業手形の基準割引率のうち年５．５パーセント

の割合を超える部分の割合を年０．２５パーセ

ントの割合で除して得た数を年０．７３パーセ

ントの割合に乗じて計算した割合とを合計した

割合（当該合計した割合が年１２．７７５パーセ

ントの割合を超える場合には、年１２．７７５パ

ーセントの割合）とする。 

２ 略 

 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

第６条 平成３０年度から平成３４年度までの各

年度分の個人の町民税に限り、法附則第４条の

４第３項の規定に該当する場合における第３４

条の２の規定による控除については、その者の

選択により、同条中「同条第１項」とあるのは「同

条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とある

のは「まで並びに法附則第４条の４第３項の規

定により読み替えて適用される法第３１４条の

２第１項（第２号に係る部分に限る。）」として、

同条の規定を適用することができる。 

 

第７条の３の２ 平成２２年度から平成４５年度
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までの各年度分の個人の町民税に限り、所得割

の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の

適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平

成１８年まで又は平成２１年から令和３年まで

の各年である場合に限る。）において、前条第１

項の規定の適用を受けないときは、法附則第５

条の４の２第５項（同条第７項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。）に規定すると

ころにより控除すべき額を、当該納税義務者の

第３４条の３及び第３４条の６の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除する。 

２ 略 

 

 （肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の

課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和６年度までの各年

度分の個人の町民税に限り、法附則第６条第４

項に規定する場合において、第３６条の２第１

項の規定による申告書（その提出期限後におい

て町民税の納税通知書が送達される時までに提

出されたもの及びその時までに提出された第３

６条の３第１項の確定申告書を含む。次項にお

いて同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第２５条第１項に規定する事業所得の明細に

関する事項の記載があるとき（これらの申告書

にその記載がないことについてやむを得ない理

由があると町長が認めるときを含む。次項にお

いて同じ。）は、当該事業所得に係る町民税の所

得割の額を免除する。 

 

 （読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２

までの規定の適用がある各年度分の固定資産税

に限り、第６１条第８項中「又は第３４９条の

３の４から第３４９条の５まで」とあるのは、

「若しくは第３４９条の３の４から第３４９条

の５まで又は附則第１５条から第１５条の３の

２まで」とする。 

 

までの各年度分の個人の町民税に限り、所得割

の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の

適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平

成１８年まで又は平成２１年から平成３３年ま

での各年である場合に限る。）において、前条第

１項の規定の適用を受けないときは、法附則第

５条の４の２第５項（同条第７項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）に規定する

ところにより控除すべき額を、当該納税義務者

の第３４条の３及び第３４条の６の規定を適用

した場合の所得割の額から控除する。 

２ 略 

 

 （肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の

課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から平成３３年度までの各

年度分の個人の町民税に限り、法附則第６条第

４項に規定する場合において、第３６条の２第

１項の規定による申告書（その提出期限後にお

いて町民税の納税通知書が送達される時までに

提出されたもの及びその時までに提出された第

３６条の３第１項の確定申告書を含む。次項に

おいて同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措

置法第２５条第１項に規定する事業所得の明細

に関する事項の記載があるとき（これらの申告

書にその記載がないことについてやむを得ない

理由があると町長が認めるときを含む。次項に

おいて同じ。）は、当該事業所得に係る町民税の

所得割の額を免除する。 

 

 （読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２

までの規定の適用がある各年度分の固定資産税

に限り、第６１条第８項中「又は第３４９条の

５」とあるのは、「若しくは第３４９条の５又は

法附則第１５条から第１５条の３の２まで」と

する。 
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 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合) 

第１０条の２ 略 

 

 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する町の

条例で定める割合は４分の３とする。 

３ 略 

４ 略 

５ 法附則第１５条第２６項に規定する町の条例

で定める割合は２分の１とする。 

６ 法附則第１５条第２７項第１号に規定する町

の条例で定める割合は３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２７項第２号に規定する町

の条例で定める割合は２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２７項第３号に規定する町

の条例で定める割合は２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第２８項第１号に規定する町

の条例で定める割合は３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第２８項第２号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第３０項第１号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

１２ 法附則第１５条第３０項第１号ロに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

 

 

 

１３ 法附則第１５条第３０項第１号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第３０項第１号ニに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

１５ 法附則第１５条第３０項第２号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は４分の３とする。 

１６ 法附則第１５条第３０項第２号ロに規定す

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合) 

第１０条の２ 略 

２ 法附則第１５条第２項第２号に規定する町の

条例で定める割合は２分の１とする。 

３ 法附則第１５条第２項第６号に規定する町の

条例で定める割合は４分の３とする。 

４ 略 

５ 略 

６ 法附則第１５条第２９項に規定する町の条例

で定める割合は２分の１とする。 

７ 法附則第１５条第３０項第１号に規定する町

の条例で定める割合は３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第３０項第２号に規定する町

の条例で定める割合は２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３０項第３号に規定する町

の条例で定める割合は２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第３１項第１号に規定する

町の条例で定める割合は３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第３１項第２号に規定する

町の条例で定める割合は２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第３３項第１号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第３３項第１号ロに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第３３項第１号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

１５ 法附則第１５条第３３項第１号ニに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

１６ 法附則第１５条第３３項第１号ホに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

１７ 法附則第１５条第３３項第２号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は４分の３とする。 

１８ 法附則第１５条第３３項第２号ロに規定す
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る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は４分の３とする。 

１７ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は４分の３とする。 

１８ 法附則第１５条第３０項第３号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は２分の１とする。 

１９ 法附則第１５条第３０項第３号ロに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は２分の１とする。 

２０ 法附則第１５条第３０項第３号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は２分の１とする。 

２１ 法附則第１５条第３４項に規定する町の条

例で定める割合は３分の２とする。 

 

 

２２ 法附則第１５条第３８項に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。 

２３ 法附則第１５条第３９項に規定する町の条

例で定める割合は３分の２とする。 

２４ 法附則第１５条第４１項に規定する町の条

例で定める割合は零とする。 

２５ 法附則第１５条第４７項に規定する町の条

例で定める割合は３分の２とする。 

２６ 略 

 

 （平成２８年熊本地震に係る固定資産税の特例

の適用を受けようとする者がすべき申告等） 

第１０条の４ 法附則第１６条の２第１項（同条

第２項において準用する場合を含む。）の規定の

適用を受けようとする者は、当該年度の初日の

属する年の１月３１日（第５４条第６項の規定

により同項に規定する仮換地等に係る同条第１

項の所有者とみなされた者が当該仮換地等につ

いて法附則第１６条の２第６項（同条第７項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により読み

替えて適用される同条第１項の規定の適用を受

けようとする場合にあっては、１月３１日）まで

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は４分の３とする。 

 

 

 

１９ 法附則第１５条第３３項第３号イに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は２分の１とする。 

２０ 法附則第１５条第３３項第３号ロに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は２分の１とする。 

２１ 法附則第１５条第３３項第３号ハに規定す

る設備について同号に規定する町の条例で定め

る割合は２分の１とする。 

２２ 法附則第１５条第３８項に規定する町の条

例で定める割合は３分の２とする。 

２３ 法附則第１５条第４０項に規定する町の条

例で定める割合は５分の４とする。 

２４ 法附則第１５条第４４項に規定する町の条

例で定める割合は２分の１とする。 

２５ 法附則第１５条第４５項に規定する町の条

例で定める割合は３分の２とする。 

２６ 法附則第１５条第４７項に規定する町の条

例で定める割合は零とする。 

 

 

２７ 略 

 

 （平成２８年熊本地震に係る固定資産税の特例

の適用を受けようとする者がすべき申告等） 

第１０条の４ 法附則第１６条の２第１項（同条

第２項において準用する場合を含む。）の規定の

適用を受けようとする者は、当該年度の初日の

属する年の１月３１日（第５４条第５項の規定

により同項に規定する仮換地等に係る同条第１

項の所有者とみなされた者が当該仮換地等につ

いて法附則第１６条の２第６項（同条第７項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により読み

替えて適用される同条第１項の規定の適用を受

けようとする場合にあっては、１月３１日）まで
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に次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提

出しなければならない。 

 (1)～(4) 略 

２ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

る土地に係る令和元年度分及び令和２年度分の

固定資産税については、第７４条の規定は適用

しない。 

 

３、４ 略 

 

 （土地に対して課する平成３０年度から令和２

年度までの各年度分の固定資産税の特例に関す

る用語の意義） 

第１１条 次条から附則第１４条までにおいて、

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に掲げる規定に定めるところによる。 

 (1)～(7) 略 

 

 （令和元年度又は令和２年度における土地の価

格の特例） 

第１１条の２ 町の区域内の自然的及び社会的条

件からみて類似の利用価値を有すると認められ

る地域において地価が下落し、かつ、町長が土地

の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項に

規定する修正前の価格をいう。）を当該年度分の

固定資産税の課税標準とすることが固定資産税

の課税上著しく均衡を失すると認める場合にお

ける当該土地に対して課する固定資産税の課税

標準は、第６１条の規定にかかわらず、令和元年

度分又は令和２年度分の固定資産税に限り、当

該土地の修正価格（法附則第１７条の２第１項

に規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等

に登録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和元

年度適用土地又は令和元年度類似適用土地であ

って、令和２年度分の固定資産税について前項

の規定の適用を受けないこととなるものに対し

て課する同年度分の固定資産税の課税標準は、

第６１条の規定にかかわらず、修正された価格

に次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提

出しなければならない。 

 (1)～(4) 略 

２ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

る土地に係る平成３１年度分及び平成３２年度

分の固定資産税については、第７４条の規定は

適用しない。 

 

３、４ 略 

 

 （土地に対して課する平成３０年度から平成３

２年度までの各年度分の固定資産税の特例に関

する用語の意義） 

第１１条 次条から附則第１４条までにおいて、

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に掲げる規定に定めるところによる。 

 (1)～(7) 略 

 

 （平成３１年度又は平成３２年度における土地

の価格の特例） 

第１１条の２ 町の区域内の自然的及び社会的条

件からみて類似の利用価値を有すると認められ

る地域において地価が下落し、かつ、町長が土地

の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項に

規定する修正前の価格をいう。）を当該年度分の

固定資産税の課税標準とすることが固定資産税

の課税上著しく均衡を失すると認める場合にお

ける当該土地に対して課する固定資産税の課税

標準は、第６１条の規定にかかわらず、平成３１

年度分又は平成３２年度分の固定資産税に限

り、当該土地の修正価格（法附則第１７条の２第

１項に規定する修正価格をいう。）で土地課税台

帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平成３

１年度適用土地又は平成３１年度類似適用土地

であって、平成３２年度分の固定資産税につい

て前項の規定の適用を受けないこととなるもの

に対して課する同年度分の固定資産税の課税標

準は、第６１条の規定にかかわらず、修正された
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（法附則第１７条の２第２項に規定する修正さ

れた価格をいう。）で土地課税台帳等に登録され

たものとする。 

 

 （宅地等に対して課する平成３０年度から令和

２年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る平成３０年度から令和２

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当

該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年

度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３の２の規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同

条に定める率を乗じて得た額。以下この条にお

いて同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加

算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３又は附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額（以下「宅地等

調整固定資産税額」という。）を超える場合には、

当該宅地等調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平

成３０年度から令和２年度までの各年度分の宅

地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定

資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格に１０分

の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３又は

附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産

税額を超える場合には、同項の規定にかかわら

ず、当該固定資産税額とする。 

価格（法附則第１７条の２第２項に規定する修

正された価格をいう。）で土地課税台帳等に登録

されたものとする。 

 

 （宅地等に対して課する平成３０年度から平成

３２年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る平成３０年度から平成３

２年度までの各年度分の固定資産税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、

当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前

年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３の２の規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に

同条に定める率を乗じて得た額。以下この条に

おいて同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を

加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３又は法附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る宅地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額（以下「宅

地等調整固定資産税額」という。）を超える場合

には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平

成３０年度から平成３２年度までの各年度分の

宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固

定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき価格に１０

分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３又

は法附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定

資産税額を超える場合には、同項の規定にかか

わらず、当該固定資産税額とする。 
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３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平

成３０年度から令和２年度までの各年度分の宅

地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定

資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に１０分の

２を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３又は附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額に満

たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該

固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．６以上０．７以下のものに係る平成

３０年度から令和２年度までの各年度分の固定

資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該

商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年

度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等

が当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３又は附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるときは、

前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産税額

（以下「商業地等据置固定資産税額」という。）

とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．７を超えるものに係る平成３０年

度から令和２年度までの各年度分の固定資産税

の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平

成３０年度から平成３２年度までの各年度分の

宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固

定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格に１０分

の２を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３又は法

附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額

に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、

当該固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．６以上０．７以下のものに係る平成

３０年度から平成３２年度までの各年度分の固

定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当

該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前

年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第３４

９条の３又は法附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「商業地等据置固定資産税額」という。）

とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．７を超えるものに係る平成３０年

度から平成３２年度までの各年度分の固定資産

税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額

（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当
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分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額（以下「商業地等調整

固定資産税額」という。）とする。 

 

 （農地に対して課する平成３０年度から令和２

年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１３条 農地に係る平成３０年度から令和２年

度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農

地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農

地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度

分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける農地であるときは、当該課税標

準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲

げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げ

る負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

額とした場合における固定資産税額（以下「農地

調整固定資産税額」という。）を超える場合には、

当該農地調整固定資産税額とする。 

略 

 （特別土地保有税の課税の特例） 

第１５条 附則第１２条第１項から第５項までの

規定の適用がある宅地等（附則第１１条第２号

に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９条

の３、第３４９条の３の２又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用がある宅地等

を除く。）に対して課する平成３０年度から令和

２年度までの各年度分の特別土地保有税につい

ては、第１３７条第１号及び第１４０条の５中

「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税

に係る附則第１２条第１項から第５項までに規

定する課税標準となるべき額」とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評

価土地の取得のうち平成１８年１月１日から令

和３年３月３１日までの間にされたものに対し

て課する特別土地保有税については、第１３７

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額（以下「商業地

等調整固定資産税額」という。）とする。 

 

 （農地に対して課する平成３０年度から平成３

２年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第１３条 農地に係る平成３０年度から平成３２

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該

農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該

農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年

度分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３又は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける農地であるときは、当該課

税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に

掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額（以下「農

地調整固定資産税額」という。）を超える場合に

は、当該農地調整固定資産税額とする。 

略 

 （特別土地保有税の課税の特例） 

第１５条 附則第１２条第１項から第５項までの

規定の適用がある宅地等（附則第１１条第２号

に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９条

の３、第３４９条の３の２又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用がある宅地

等を除く。）に対して課する平成３０年度から平

成３２年度までの各年度分の特別土地保有税に

ついては、第１３７条第１号及び第１４０条の

５中「当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資

産税に係る附則第１２条第１項から第５項まで

に規定する課税標準となるべき額」とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評

価土地の取得のうち平成１８年１月１日から平

成３３年３月３１日までの間にされたものに対

して課する特別土地保有税については、第１３
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条第２号中「不動産取得税の課税標準となるべ

き価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準と

なるべき価格（法附則第１１条の５第１項の規

定の適用がないものとした場合における課税標

準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて

得た額」とし、「令第５４条の３８第１項に規定

する価格」とあるのは「令第５４条の３８第１項

に規定する価格（法附則第１１条の５第１項の

規定の適用がないものとした場合における価格

をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とする。 

３～５ 略 

 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条

第４項において準用する場合を含む。）に掲げる

３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下

この条において同じ。）に対しては、当該３輪以

上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から

令和２年９月３０日までの間（附則第１５条の

６第３項において「特定期間」という。）に行わ

れたときに限り、第８０条第１項の規定にかか

わらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

 

 

 （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 略 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成３１

年４月１日から令和２年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度

分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車

が令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

略 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲

７条第２号中「不動産取得税の課税標準となる

べき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準

となるべき価格（法附則第１１条の５第１項の

規定の適用がないものとした場合における課税

標準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じ

て得た額」とし、「令第５４条の３８第１項に規

定する価格」とあるのは「令第５４条の３８第１

項に規定する価格（法附則第１１条の５第１項

の規定の適用がないものとした場合における価

格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とする。 

３～５ 略 

 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条

第４項において準用する場合を含む。）に掲げる

３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下

この条において同じ。）に対しては、当該３輪以

上の軽自動車の取得が平成３１年１０月１日か

ら平成３２年９月３０日までの間（附則第１５

条の６第３項において「特定期間」という。）に

行われたときに限り、第８０条第１項の規定に

かかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さな

い。 

 

 （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 略 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条の規

定の適用については、当該軽自動車が平成３１

年４月１日から平成３２年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には平成３２

年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自

動車が平成３２年４月１日から平成３３年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には平成３３年度分の軽自動車税の種別割に

限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

略 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲
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げる法第４４６条第１項第３号に規定するガソ

リン軽自動車（以下この項及び次項において「ガ

ソリン軽自動車」という。）のうち３輪以上のも

のに対する第８２条の規定の適用については、

当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日か

ら令和２年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車

税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令

和２年４月１日から令和３年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３

年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

略 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲

げるガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの

（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対

する第８２条の規定の適用については、当該ガ

ソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和

２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種

別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年

４月１日から令和３年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略 

 

 （長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特

例） 

第１７条 当分の間、所得割の納税義務者が前年

中に租税特別措置法第３１条第１項に規定する

譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得につ

いては、第３３条及び第３４条の３の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡

所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額（同法第

３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１

げる法第４４６条第１項第３号に規定するガソ

リン軽自動車（以下この項及び次項において「ガ

ソリン軽自動車」という。）のうち３輪以上のも

のに対する第８２条の規定の適用については、

当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日か

ら平成３２年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には平成３２年度分の軽自

動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車

が平成３２年４月１日から平成３３年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は平成３３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

略 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲

げるガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの

（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対

する第８２条の規定の適用については、当該ガ

ソリン軽自動車が平成３１年４月１日から平成

３２年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には平成３２年度分の軽自動車税

の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が平成

３２年４月１日から平成３３年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には平成

３３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

略 

 （長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特

例） 

第１７条 当分の間、所得割の納税義務者が前年

中に租税特別措置法第３１条第１項に規定する

譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得につ

いては、第３３条及び第３４条の３の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡

所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額（同法第

３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１
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項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３

５条の３第１項又は第３６条の規定に該当する

場合には、これらの規定の適用により同法第３

１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額とし、これらの金

額につき第３項第１号の規定により読み替えて

適用される第３４条の２の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡

所得金額」という。）の１００分の３に相当する

金額に相当する町民税の所得割を課する。 

２、３ 略 

 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特

例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和５年度まで

の各年度分の個人の町民税に限り、所得割の納

税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３

１条第１項に規定する土地等をいう。以下この

条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡

をいう。以下この条において同じ。）をした場合

において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲

渡（法附則第３４条の２第１項に規定する優良

住宅地等のための譲渡をいう。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得（次条

の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項に

おいて同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する町民税の所得割の額は、前条第１項

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する

額とする。 

 (1)、(2) 略 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和５年度

までの各年度分の個人の町民税に限り、所得割

の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する

譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地

のための譲渡（法附則第３４条の２第５項に規

定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡を

項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第

３６条の規定に該当する場合には、これらの規

定の適用により同法第３１条第１項に規定する

長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除し

た金額とし、これらの金額につき第３項第１号

の規定により読み替えて適用される第３４条の

２の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。）

の１００分の３に相当する金額に相当する町民

税の所得割を課する。 

２、３ 略 

 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特

例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から平成３２年度ま

での各年度分の個人の町民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第

３１条第１項に規定する土地等をいう。以下こ

の条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲

渡をいう。以下この条において同じ。）をした場

合において、当該譲渡が優良住宅地等のための

譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当すると

きにおける前条第１項に規定する譲渡所得（次

条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項

において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する町民税の所得割の額は、前条第１

項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当す

る額とする。 

 (1)、(2) 略 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成３２年

度までの各年度分の個人の町民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場

合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定

地のための譲渡（法附則第３４条の２第５項に

規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡
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いう。以下この項において同じ。）に該当すると

きにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係

る課税長期譲渡所得金額に対して課する町民税

の所得割について準用する。この場合において、

当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の規定

に該当することとなるときは、当該譲渡は確定

優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかった

ものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）

の場合において、所得割の納税義務者が、その有

する土地等につき、租税特別措置法第３３条か

ら第３３条の４まで、第３４条から第３５条の

３まで、第３６条の２、第３６条の５、第３７条、

第３７条の４から第３７条の６まで、第３７条

の８又は第３７条の９の規定の適用を受けると

きは、当該土地等の譲渡は、第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確

定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しな

いものとみなす。 

 

 （東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用

を受けようとする者がすべき申告等） 

第２２条 略 

２ 法附則第５６条第１項（同条第２項において

準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける土

地に係る平成２４年度から令和３年度までの各

年度分の固定資産税については、第７４条の規

定は適用しない。 

３、４ 略 

 

 （個人の町民税の税率の特例等） 

第２３条 平成２６年度から令和５年度までの各

年度分の個人の町民税に限り、均等割の税率は、

第３１条第１項の規定にかかわらず、同項に規

定する額に５００円を加算した額とする。 

２ 略 

 

をいう。以下この項において同じ。）に該当する

ときにおける前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課する町民

税の所得割について準用する。この場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の

規定に該当することとなるときは、当該譲渡は

確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなか

ったものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）

の場合において、所得割の納税義務者が、その有

する土地等につき、租税特別措置法第３３条か

ら第３３条の４まで、第３４条から第３５条の

２まで、第３６条の２、第３６条の５、第３７条、

第３７条の４から第３７条の６まで、第３７条

の８又は第３７条の９の規定の適用を受けると

きは、当該土地等の譲渡は、第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確

定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しな

いものとみなす。 

 

 （東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用

を受けようとする者がすべき申告等） 

第２２条 （略） 

２ 法附則第５６条第１項（同条第２項において

準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける土

地に係る平成２４年度から平成３３年度までの

各年度分の固定資産税については、第７４条の

規定は適用しない。 

３、４ 略 

 

 （個人の町民税の税率の特例等） 

第２３条 平成２６年度から平成３５年度までの

各年度分の個人の町民税に限り、均等割の税率

は、第３１条第１項の規定にかかわらず、同項に

規定する額に５００円を加算した額とする。 

２ 略 

 

 

  


